
 

 

出席停止期間の基準             2022 年 7 月 22 日改訂  
Ａ ．生徒本人の状況  

１  
発熱や咳等の症状がみら

れる場合  

症状が出た日から治癒するまで（ただしＰＣＲ検

査未受検で、症状の原因が新型コロナである可能

性を排除できない場合は症状消失後 48 時間を経

過するまで出席停止）  

２  
濃厚接触者に特定された

場合  

原則として、感染者の発症日（感染者が無症状の

場合は検体採取日）か感染対策を講じた日、の遅

い方の日を「０日」として「５日」まで、ただし

「２日」および「３日」に薬事承認された抗原定

性検査キットで陰性の場合は「３日」の検査で陰

性が確認されるまで。（ただし自主的な健康観察は

「５日」まで続ける。）  

３  
感染が判明した場合（有

症状）  

発症日から医師または保健所が登校を許可した日

の前日まで（原則、発症日から 10 日間経過し、か

つ、症状軽快後 72 時間経過した場合に解除）  

４  
感染が判明した場合（無

症状）  

感染判明日から医師または保健所が登校を許可し

た日の前日まで（原則として、検体採取日から 7
日間を経過した場合に解除可能）  

※なお 、2022 年 3 月 25 日付の文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課から

の事務連絡に よれば、 

「学校で感染者と接触（感染者の感染可能期間（発症 2 日前～）の接触）があ った

者 の う ち 、 会 話の 際に マス クを 着用 して いないな ど感 染対 策 を 行な

わずに飲食を共にしたもの等は 、一 定期 間出席停止等の措 置を と る こ と」

とされてい ます。この場合の出席停止期間は 5 日程度を 目安とします。 

 

Ｂ ．同居家族の状況 

１ 
未診断の発熱や咳等の症

状がみられる場合 

同居家族の症状が出た日からその症状が消失する

日まで 

２ 感染が判明した場合 Ａ－２ 
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